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Ａ００１ 　再診料

　受診回数による逓減制が廃止され定額制となった。
　　　１　病院の場合　　　　
　　　　イ　月の１回目の受診の場合　　　　　　　　　　　　　６５点 　【システムの対応】
　　　　ロ　月の２回目又は３回目の受診の場合　　　　　　　　５９点
　　　　ハ　月の４回目以降の受診の場合　　　　　　　　　　　３０点 　　医療保険の場合は受診回数に係わらず同一点数の再診料の
　　　　　注　１５歳未満の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に 　　自動発生を行う。
　　　　 　ついては、ロに掲げる所定点数を算定する。 　　なお、平成１５年５月３１日以前（ただし、平成１４年４
　　　２　診療所の場合 　　月１日以降に限る。）の算定については受診回数に応じた
　　　　イ　月の１回目の受診の場合　　　　　　　　　　　　　８１点 　　点数の自動発生を行う。
　　　　ロ　月の２回目又は３回目の受診の場合　　　　　　　　７４点 　　労災保険及び自賠責保険（労災準拠）の場合は従前通り受
　　　　ハ　月の４回目以降の受診の場合　　　　　　　　　　　３７点 　　診回数により逓減を行う。
　　　　　注　１５歳未満の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に
　　　　 　ついては、ロに掲げる所定点数を算定する。 　　外来管理加算についても再診料と同様に医療保険の場合は

　　受診回数に係わらず固定点数の自動発生を行うが労災保険
　　　１　病院の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５８点 　　及び自賠責保険（労災準拠）の場合は従前通りとする。
　　　２　診療所の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３点

　【マスタの対応】
　　（注の変更）
　　　注４　外来管理加算 　　現行点数マスタの再診料及び外来管理加算（ただし、労災
　　　　　次に掲げる点数を所定点数に加算する。 　　点数マスタを除く。）のマスタを全て平成１５年５月３１

　 　　　　　イ　月の３回目までの受診の場合　　　　　　　　　　５２点 　　日までを有効期限とし、各々月の初回の受診の場合に算定
　　　　　ロ　月の４回目以降の受診の場合　　　　　　　　　　２６点 　　するマスタを平成１５年６月１日から新たな内容に変更を
　　　　　　注　１５歳未満の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者 　　行う。
　　　　　　　については、イに掲げる所定点数を算定する。 　　点数マスタの変更についてはマスタ更新データを提供する。

　　※現行の初回算定の診療行為コードのみ６月１日以降も有
　　　　　所定点数に５２点を加算する 　　　効となる。新設の診療行為コードとはならない。
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老健 　老人再診料 　老人再診料の改正対応については、健保の再診料と同様とす
　る。

　　　イ　病院の場合
　　　　(1) 月の１回目の受診の場合　　　　　　　　　　　　　６５点
　　　　(2) 月の２回目又は３回目の受診の場合　　　　　　　　５９点
　　　　(3) 月の４回目以降の受診の場合　　　　　　　　　　　３０点
　　　　　注　別に厚生労働大臣が定める患者については、(2)に掲げる
　　　　　　所定点数を算定する。
　　　ロ　診療所の場合
　　　　(1) 月の１回目の受診の場合　　　　　　　　　　　　　８１点
　　　　(2) 月の２回目又は３回目の受診の場合　　　　　　　　７４点
　　　　(3) 月の４回目以降の受診の場合　　　　　　　　　　　３７点
　　　　　注　別に厚生労働大臣が定める患者については、(2)に掲げる
　　　　　　所定点数を算定する。

　　　イ　病院の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５８点
　　　ロ　診療所の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３点

　　（注の変更）
　　　注３　外来管理加算
　　　　　次に掲げる点数を所定点数に加算する。

　 　　　　　イ　病院の場合
　　　　　　(1) 月の３回目までの受診の場合　　　　　　　　　４７点
　　　　　　(2) 月の４回目以降の受診の場合　　　　　　　　　２４点
　　　　　　　注　別に厚生労働大臣が定める患者については、(1)に
　　　　　　　　掲げる所定点数を算定する。
　　　　　ロ　診療所の場合
　　　　　　(1) 月の３回目までの受診の場合　　　　　　　　　５７点
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　　　　　　(2) 月の４回目以降の受診の場合　　　　　　　　　２９点
　　　　　　　注　別に厚生労働大臣が定める患者については、(1)に
　　　　　　　　掲げる所定点数を算定する。

　　　　　病院にあっては４７点、診療所にあっては５７点をそれぞれ
　　　　　所定点数に加算する。
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